
令和８年６月号　No.1160 8

たきざわインフォメーション
市政情報やイベントなど生活に役立つ情報をお知らせします

●�

市
県
民
税
・
森
林
環
境
税

の
納
税
通
知
書
を
６
月
10

日
に
送
付

　
令
和
８
年
１
月
１
日
現
在

で
市
に
住
民
登
録
が
あ
り
、

課
税
と
な
る
人
に
納
税
通
知

書
を
発
送
し
ま
す
。
税
額
に

つ
い
て
は
、
令
和
７
年
１
月

か
ら
12
月
ま
で
の
収
入
・
所

得
に
関
す
る
申
告
や
、
給
与

支
払
者
か
年
金
支
払
者
か
ら

の
支
払
報
告
書
な
ど
に
基
づ

き
税
額
を
計
算
し
て
い
ま
す
。

※�

税
額
の
全
て
を
給
与
か
ら

差
し
引
き
（
特
別
徴
収
）

さ
れ
る
人
に
つ
い
て
は
、

勤
務
先
か
ら
の
通
知
と
な

る
の
で
今
回
は
送
付
さ
れ

て
い
ま
せ
ん
。

●�

問
い
合
わ
せ

・
賦
課
に
つ
い
て　

税
務
課

（
☎
６
５
６・６
５
７
０
）

・
納
付
方
法
に
つ
い
て　
収
納

課
（
☎
６
５
６・６
５
７
５
）

・
納
付
相
談
に
つ
い
て　
収
納

課
（
☎
６
５
６・６
５
７
３
）

市県民税・森林環境税の納税通知書を送付

●問い合わせ　子育て課（☎ 656－ 6520）

●
市
内
実
施
施
設

　

ふ
じ
な
で
し
こ
こ
ど
も
園

※�

他
市
町
村
の
実
施
施
設
を

利
用
す
る
こ
と
も
可
能

●
利
用
可
能
時
間

　

こ
ど
も
１
人
あ
た
り
月
10

時
間
ま
で

●
利
用
料
金

　
こ
ど
も
１
人
あ
た
り
１
時

間
３
０
０
円

※�

詳
細
は
市

H
P
か
ら
☞

　
市
で
は
保
護
者
の
就
労
要

件
を
問
わ
ず
、
時
間
単
位
な

ど
で
柔
軟
に
保
育
施
設
な
ど

を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る

「
こ
ど
も
誰
で
も
通
園
制
度
」

を
実
施
し
て
い
ま
す
。
利
用

を
希
望
す
る
人
は
市
Ｈ
Ｐ
に

掲
載
さ
れ
て
い
る
認
定
申
請

書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、

子
育
て
課
ま
で
申
し
込
み
く

だ
さ
い
。

●
制
度
を
利
用
で
き
る
人

　
次
の
要
件
を
全
て
満
た
す
人

・
生
後
６
カ
月
か
ら
満
３
歳

未
満
の
児
童

・
保
育
所
、
幼
稚
園
、
認
定

こ
ど
も
園
、
地
域
型
保
育
施

設
、
企
業
主
導
型
保
育
事
業

所
に
在
籍
し
て
い
な
い
児
童

・
保
護
者
が
市
民
で
あ
る
児
童

市こども誰でも通園制度開始

●�

所
得
課
税
証
明
書
を
６
月
10

日
か
ら
発
行

　
所
得
課
税
証
明
書
は
、
税
額

決
定
後
の
６
月
10
日
か
ら
発
行

で
き
ま
す
。

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
と
ク
レ

ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
を
持
っ
て
い
れ

ば
、
パ
ソ
コ
ン
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ

ン
を
使
っ
て
オ
ン
ラ
イ
ン
申
請

が
可
能
で
す
。

※�

会
社
な
ど
か
ら
の
給
与
支
払

報
告
書
の
提
出
や
所
得
税
か

市
民
税
、
県
民
税
の
申
告
が

な
い
場
合
な
ど
は
、
す
ぐ
に

発
行
で
き
な
い
場
合
が
あ
り

ま
す
。

※�
詳
細
は
市
Ｈ
Ｐ

か
ら
☞

●
問
い
合
わ
せ
／
税
務
課
（
☎

６
５
６・６
５
７
０
）



Takizawa city9

●問い合わせ　保険年金課　国保担当（☎ 656－ 6528）医療担当（☎ 656－ 6530）

国保の資格書類、医療受給者証について

●
資
格
情
報
の
お
知
ら
せ

　

国
保
加
入
者
で
マ
イ
ナ

保
険
証
を
利
用
中
の
人
に

は「
資
格
情
報
の
お
知
ら
せ
」

が
交
付
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

令
和
８
年
8
月
１
日
時
点
で

70
歳
～
74
歳
ま
で
の
人
に
は

負
担
割
合
な
ど
の
確
認
の
た

め
７
月
末
ま
で
に
新
た
な「
資

格
情
報
の
お
知
ら
せ
」
を
世

帯
主
宛
て
に
送
付
し
ま
す
。

※�

こ
れ
ま
で
と
変
わ
ら
ず
、

マ
イ
ナ
保
険
証
で
医
療
機

関
を
受
診
で
き
ま
す
。

●
資
格
確
認
書

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を

持
っ
て
い
な
い
人
や
マ
イ
ナ

保
険
証
の
利
用
登
録
を
し
て

い
な
い
人
に
は
「
資
格
確
認

書
」
を
交
付
し
ま
す
。
手
元

に
あ
る
資
格
確
認
書（
赤
色
）

の
有
効
期
限
は
７
月
31
日
で

す
。
７
月
末
ま
で
に
自
動
的

に
新
し
い
資
格
確
認
書
（
オ

レ
ン
ジ
色
）
を
世
帯
主
宛
て

に
送
付
し
ま
す
。

※�

有
効
期
限
が
切
れ
た
資
格

確
認
書
（
赤
色
）
は
処
分

し
て
く
だ
さ
い
。

●
医
療
費
受
給
者
証
の
更
新

　

現
在
交
付
し
て
い
る
医
療

費
受
給
者
証
の
有
効
期
限
は
、

７
月
31
日
ま
で
で
す
。

　

８
月
１
日
か
ら
有
効
の
受

給
者
証
の
交
付
を
受
け
る
に

は
表
の
と
お
り
手
続
き
不
要
な

人
と
必
要
な
人
に
分
か
れ
る
の

で
、
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

※�

更
新
は
、
現
在
す
で
に
受
給

者
証
が
交
付
さ
れ
て
い
る
人

が
対
象
で
す
。
交
付
を
受
け

て
い
な
い
人
で
、
受
給
要
件

に
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
人

は
保
険
年
金
課
へ
確
認
し

て
く
だ
さ
い
。

対象者 手続き内容

令和７年中の所得が確認できる人
手続き不要
市で受給者証を更新し、送付
します。

令和７年中の所得が確認できない
人（未申告の人、１月２日以降に
転入した人など）

手続き必要
通知を送付しますので、所得
の申告や、必要書類の提出を
お願いします。

表　医療費受給者証の手続きについて

に
は
、協
議
会
か
ら
様
式
な
ど

を
送
付
し
ま
す
。

・
回
収
日
以
外
に
は
、
滝
沢

清
掃
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
農

業
用
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
処

分
は
で
き
ま
せ
ん
。

・
当
日
は
農
業
用
廃
プ
ラ
ス

チ
ッ
ク
の
み
の
受
付
と
な

り
、
そ
の
他
の
ご
み
な
ど
の

搬
入
は
で
き
ま
せ
ん
。

・
関
係
法
令
に
よ
り
、
農
業

用
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
を
運
搬

す
る
際
に
は
、
関
係
書
類
の

車
両
側
面
へ
の
表
示
と
携
帯

が
必
要
で
す
。
こ
の
書
類
に

つ
い
て
も
市
H
P
へ
の
掲
載

と
送
付
を
行
い
ま
す
。
氏
名

な
ど
を
記
載
し
表
示
し
て
く

だ
さ
い
。

・
気
象
条
件
に
よ
っ
て
は
延
期

と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。市

H
P
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

・
次
回
の
実
施
は
11
月
頃
を

予
定
し
て
い
ま
す
。

※�

詳
細
は
市

H
P
か
ら
☞

　
農
業
用
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク

処
理
を
実
施
し
ま
す
。

●
日
時

　
７
月
５
日
（
日
）
午
前
9

時
～
午
後
４
時
（
予
定
）

●
場
所

　
滝
沢
清
掃
セ
ン
タ
ー
内
リ

サ
イ
ク
ル
セ
ン
タ
ー
（
大
石

渡
3
3
2
番
地
2
）

●
回
収
方
法

　
事
前
に
「
申
込
書
兼
委
任

状
」
に
記
入
し
、
回
収
日
当

日
に
処
分
し
た
い
農
業
用
廃

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
を
持
参
し
て

く
だ
さ
い
。

●
回
収
費
用

　
各
所
属
農
協
か
市
農
業
用

廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
適
正
処
理

推
進
協
議
会
か
ら
個
別
に
請

求
し
ま
す
。

●
注
意
点

・
必
要
な
様
式
や
地
図
な
ど
に

つ
い
て
は
、市
H
P
に
掲
載
予

定
で
す
。
新
岩
手
農
業
協
同

組
合
、岩
手
花
平
農
業
協
同
組

合
、岩
手
中
央
酪
農
業
協
同
組

合
に
所
属
し
て
い
る
農
業
者

農業用廃プラスチック処理を実施
●問い合わせ　農林課（☎ 656－ 6538）


